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【看護小規模多機能型居宅介護 じゃすみんの家】 重要事項説明書 

 

 

 

    当事業者はご契約者に対して指定看護小規模多機能型居宅介護サービスを提供します。 

    事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り 

    説明いたします。 
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＊ この重要事項説明書は、厚生労働省令第３４号（平成１８年３月１４日）第８８条により準用する第９条

の規定にもとづき、利用申込者または、その家族への重要事項説明のために作成したものです。 
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１ 事業者 

事業者（法人名）  有限会社  アウトソー 

法 人 所 在 地 
〒１２３－０８４１ 

東京都足立区西新井 7丁目 10番 14 号 

電話番号及びＦＡＸ番号 電話 ０３－６９０４－４４８１  ＦＡＸ ０３－６９０４－４４８２  

Ｅメールアドレス jasmine@nishiarai.com 

代 表 者 氏 名 代表取締役 馬場 義和   

設 立 年 月 日 平成１３年９月 ４日 

 

２ 事業所の概要① 

事 業 所 の 種 類 

指定看護小規模多機能型居宅介護（指定介護予防看護小規模多機能型居宅介

護）事業所 

平成３０年７月１日指定  

事業所番号 １３９２１００９１１  

事 業 所 の 名 称 看護小規模多機能型居宅介護 じゃすみんの家  

事業所の所在地 
〒１２３－０８４１ 

東京都足立区西新井７丁目１０番１３号 

電話番号及びＦＡＸ番号 
電話  ０３－５６４７－９１１１ 

ＦＡＸ ０３－５６４７－９１１２ 

事業所責任者（管理者） 河村 志保子 

開 設 年 月 日 平成３０年７月１日 

 

 事業所の概要② 

事 業 所 の 種 類 

指定訪問看護（指定介護予防訪問看護）事業所 

平成２８年１１月２４日指定  

事業所番号  １３６２１９０５１２ 

事 業 所 の 名 称 訪問看護ステーション じゃすみん 

事業所の所在地 
〒１２３－０８４１ 

東京都足立区西新井７丁目１０番１３号 

電話番号及びＦＡＸ番号 
電話  ０３－５６４７－９１１１ 

ＦＡＸ ０３－５６４７－９１１２ 

事業所責任者（管理者） 風間 良子 

開 設 年 月 日 平成２８年１２月１日 
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３ 事業の目的と運営方針 

事業所の目的 

住み慣れた地域で生活するために、介護保険法令に従い利用者が自宅で可能な

限り暮らし続けられるような生活の支援を目的として、通いサービス、宿泊サ

ービス、訪問介護サービス、訪問看護サービスを柔軟に組み合わせて、サービ

スを提供します。 

当事業所の運営方針 

＊ 近くから歩いて来られる方、送迎が可能な距離にある方に楽しく利用し 

 ていただく。 

＊ 買物、洗濯、掃除など可能な限り家事に参加し、いつまでも健康を保っ 

 ていただく。 

＊ 楽しい食事、畑での収穫など、共同作業を通し、仲間を作っていただく。 

＊ スタッフ全員で皆様の支援をいたします。 

                                                          

              

４ 居室などの概要 

  

 当事業所では、以下の居室・設備をご用意しています。宿泊サービスの際に利用される居室は個室ですが、ご

契約者の心身の状況や居室の空き状況により、ご希望に添えない場合もあります。 

宿 泊 室 個室４室  リビング宿泊３ 

食   堂 ダイニングテーブル４セット 

居   間 ソファー、テーブル、液晶テレビ、空気清浄機 

ト イ レ ２ケ所（１ケ所は車椅子使用可） 

浴   室 共有１ケ所（浴槽２ヶ所） 

台   所 専用（システムキッチン、冷蔵庫、食器棚、電子レンジ） 

消防設備 
非常灯、消火器、避難誘導灯、自動火災報知機、スプリンクラー、消防用非常

通報、監視カメラ 

 ＊上記は、厚生労働省が定める基準により、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に必置が義務付けられ 

  ている施設・設備です。 

 

５ 事業実施地域、営業時間、定員等 

通常の事業実施地域 
足立区 

＊原則として他地域の方は当事業所のサービスを利用出ません。 

営 業 日 営業日   年中無休 

営 業 時 間 

通いサービス   月～日  ６：００～２１：００ 

訪問介護サービス   随時 

訪問看護サービス   随時 

宿泊サービス   月～日  ２１：００～６：００ 

＊受付・相談については、８：３０～１７：３０ 

登 録 定 員 ２９名（通いサービス定員１５名・宿泊サービス定員７名） 
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６ 職員の配置状況 

 

 当事業所では、ご契約者に対して指定看護小規模多機能型居宅介護サービスを提供する職員として、以下の職

員を配置しています。 

 

主な職員の配置状況（職員の配置については、指定基準を遵守しています。） 

職  種 常 勤 非常勤 指定基準 職務内容 

ホーム長（管理者兼務）   １名   名   名 事業内容調整（兼務） 

管理者 1 名   名   １名 サービス提供責任・介護職員の指導 

介護支援専門員  １名  名 １名 サービスの調整・相談業務 

介護職員  ８名  ６名   名 日常生活の介護・相談業務 

看護職員  １名  名   １名 健康チェック等の医療業務 

運転手  ２名  送迎 

  

主な職種の勤務体制                    

職 種 勤務体制 

ホーム長 ８：３０～１７：３０           

管理者 ８：３０～１７：３０    

介護支援専門員 ８：３０～１７：３０                                 

   

   介護職員      

  ８：３０～１７：３０                               

     １０：００～１９：００ 

  １６：００～９：３０  

 その他、利用者の状況に対応した勤務時間を設定します。                               

  看護職員       ９：００～１７：００ 

 

 

７ 当事業所が提供するサービスと利用料金 

 

 当事業所では、ご契約に対して以下の２つのサービスを提供します。 

① 
 [利用料金が介護保険から給付される場合] 

 介護保険の給付対象となるサービス  ＊契約書第４条参照＊ 

② 
 [利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合] 

 介護保険の給付対象とならないサービス ＊契約書第５条参照＊ 

 

① 介護保険の給付対象となるサービス 

 

 以下のサービスについては、利用料金の９割が介護保険から給付され、利用者の自己負担は費用全体の１割の

金額となります。各サービスを具体的にそれぞれどのような頻度・内容で行うかについては、ご契約者と協議の

上、看護小規模多機能型居宅介護計画に定めます。 
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《 サービスの概要 》 

通いサービス 

食  事 
食事の提供及び食事の介助をします。 

調理場で利用者が、準備・調理等を行うことも心がけます。 

排  泄 
利用者の状況に応じ、適切な介助を行うとともに、排泄の自立について 

も適切な援助を行います。 

入  浴 

 

入浴または清拭を行います。 

衣服の着脱、身体の清拭、洗髪、洗身介助を行います。 

 入浴サービスの利用は任意です。 

機能訓練 
利用者の状況に適した機能訓練を行い、身体機能の低下を防止するよう

に努めます。                 

健康チェック 血圧測定・体温測定等、利用者の健康状態の把握に努めます。 

送  迎 利用者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。    

訪問サービス 

○利用者の自宅にお伺いし、食事や入浴、排泄等の日常生活上の世話や 

 機能訓練を提供します。 

○サービス実施のための必要な備品等（水道・ガス・電気を含むは、無 

 償で使用させていただきます。 

○訪問サービスの提供にあたって、次に該当する行為はいたしません。 

 ・医療行為 

 ・飲酒及び利用者又はその家族等の同意なしに行う喫煙 

 ・利用者又はその家族等からの金銭又は高価物品の授受 

 ・利用者又はその家族等に対して行う宗教活動、政治活動営利活動 

 ・利用者又はその家族等に行う迷惑行為 

宿泊サービス 
 事業所に宿泊していただき、食事、入浴、排泄等の日常生活上の世話

や機能訓練を提供します。 

訪問看護サービス 

〇病状・障害・日常生活の状態や療養環境のアセスメント 

〇清潔の保持、食事及び排泄等療養生活の支援 

〇褥瘡の予防 

〇日常生活、社会生活の自立を図るリハビリテーション 

〇ターミナル期の看護 

〇認知症・精神障害者の看護 

〇療養生活や介護方法の指導、相談 

〇カテーテル等の管理 

〇その他医師の指示による医療処置及び検査等の補助 

〇日常生活用具の選択及び使用方法の訓練については、介護支援専門員

と相談、連携します 

〇住宅改修については、介護支援専門員と相談します 
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《 サービス利用料金 》 ＊契約書第５条参照＊ 

○ 通い・訪問・宿泊（介護費用分）すべてを含んだ月単位の包括費用額 

   利用料金は、１ケ月の包括費用（月定額）です。 

   下記の料金表のように、利用者の要介護度に応じたサービス利用料金（Ａ）から、介護保険給付金 

   額（Ｂ）を除いた金額（自己負担額）をお支払いください。 

 

介 護 度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

料金（A） 136,985 円 191,674 円 269,441 円 305,594 円 345,665 円 

介護保険 

給付金額（B） 
123,287 円 172,507 円 242,497 円 275,035 円 311,099 円        

自己負担 

（A）-(B) 
13,698 円 19,167 円 26,944 円 30,559 円 34,566 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 月ごとの包括料金のため、利用者の体調不良や状態の変化等により、看護小規模多機能型居宅介護計画に定 

 めた期日よりも利用が少なかった場合、多かった場合どちらでも、日割りでの割引または増額はしませ 

 ん。入院中であっても同様とします。 

〇 月途中から登録した場合、又は月途中から登録を終了した場合には、登録した期間に応じて日割りし料 

 金をお支払いいただきます。尚、この場合の「登録日」とは、利用者と当事業者が契約を締結した日で 

 はなく、サービスを実際に利用開始した日を指し、「登録終了日」とは、利用者と当事業者の利用契約を 

 終了した日を指します。 

〇 利用者が、まだ要介護認定を受けていない場合・介護保険料の滞納がある場合には、サービス利用料金 

 の全額を一旦お支払いいただきます。区の介護保険課へ提出すると償還されます。 

〇 利用者に提供する食事および宿泊にかかる費用は別途いただきます。（次項②参照） 

〇 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者の負担額を変更します。 
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○ 初期加算（１日あたり） 

   看護小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から起算して３０日以内の期間については、初期加算と

して下記のとおり加算分の自己負担が必要になります。３０日を超える入院をされた後に再び利用を開始し

た場合も同様です。 

加算区分 初期加算 

 料金（Ａ） 9,990 円 

介護保険給付金額（Ｂ） 8,991 円 

自己負担額（Ａ）－（Ｂ）  999 円 

      

〇 認知症加算Ⅰ、認知症加算Ⅱ, 市町村独自加算６ （１か月あたり） 

   看護小規模多機能型居宅介護事業所は日常生活に支障をきたす恐れのある症状または行動が認められる

ことから、認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ以上については認知症加算Ⅰを、要介護２であって認知症高

齢者の日常生活自立度がⅡについては認知症加算Ⅱを算定して加算分の自己負担が必要です。 

認知症加算Ⅰ・Ⅱの要件に該当しないが、日常生活自立度Ⅰ及びⅡと判定された利用者に      

市町村独自加算６が該当し、自己負担が必要です。 

加算区分 認知症加算Ⅰ 認知症加算Ⅱ 市町村独自加算６ 

  料金（Ａ） 8,880 円 5,550 円 3,330 円 

介護保険給付金額（Ｂ） 7,992 円 4,995 円 2,997 円 

自己負担額（Ａ）－（Ｂ） 888 円 555 円 333 円 

 

〇 退院時共同指導加算 

     病院、診療所または介護老人保健施設を退院又は退所するにあたり看護師が退院時共同しづを行った場合、

退院又は退所後の初回の訪問看護の際に 1回特別管理を必要とする場合は 2 回）に限り評価する 

加算区分 退院時共同指導加算 

  料金（Ａ） 6,660 円 

介護保険給付金額（Ｂ） 5,994 円 

自己負担額（Ａ）－（Ｂ） 666 円 

 

〇 緊急時訪問看護加算（1か月あたり） 

   計画的に訪問することになっていない緊急時における訪問を必要に応じて行う場合 

加算区分 緊急時訪問看護加算 

  料金（Ａ） 5,994 円 

介護保険給付金額（Ｂ） 5,395 円 

自己負担額（Ａ）－（Ｂ） 599 円 
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〇 特別管理加算（1か月あたり） 

   加算（Ⅰ）悪性腫瘍、留置カテーテルなどを使用している状態 

   加算（Ⅱ）在宅酸素療法、真皮を越える褥瘡等 

加算区分 特別管理加算Ⅰ 特別管理加算Ⅱ 

  料金（Ａ） 5,550 円 2,780 円 

介護保険給付金額（Ｂ） 4,995 円 2,502 円 

自己負担額（Ａ）－（Ｂ） 555 円 278 円 

 

〇 ターミナルケア加算（1か月あたり） 

   死亡日または死亡日前 14 日以内に 2日以上看護師がケアを行った場合（24 時間以内に在宅以外で死亡し

た場合も含む） 

加算区分 ターミナルケア加算 

  料金（Ａ） 22,200 円 

介護保険給付金額（Ｂ） 19,980 円 

自己負担額（Ａ）－（Ｂ） 2,220 円 

 

 

〇 訪問看護体制強化加算（１か月あたり） 

   医療ニーズの高い利用者のサービス提供体制の強化に対する評価 

加算区分 訪問看護体制強化加算 

  料金（Ａ） 27,750 円 

介護保険給付金額（Ｂ） 24,975 円 

自己負担額（Ａ）－（Ｂ） 2,775 円 

 

 

〇 総合マネジメント体制強化加算 

   利用者の生活全般に着目した多職種協働の連携体制に対する評価 

加算区分 
総合マネジメント体制

強化加算 

  料金（Ａ） 11,100 円 

介護保険給付金額（Ｂ） 9,990 円 

自己負担額（Ａ）－（Ｂ） 1,110 円 

 

 



 9

 

〇 サービス提供体制加算（１か月あたり） 

   看護小規模多機能型居宅介護事業所の従業者のうち常勤職員の占める割合が６０％以上である場合には    

加算区分 
サービス提供体制加

算Ⅱ 

サービス提供体制加

算Ⅲ 

  料金（Ａ） 3,885 円 3,885 円 

介護保険給付金額（Ｂ） 3,496 円 3,496 円 

自己負担額（Ａ）－（Ｂ） 389 円 389 円 

 

 

○介護職員処遇改善加算Ⅰ（１か月あたり） 

介 護 度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

料金（A） 13,972 円   19,551 円 27,482 円 31,170 円 35,258 円 

介護保険 

給付金額

（B） 

12,575 円 17,596 円 24,736 円 28,053 円 31,732 円        

自己負担 

（A）-(B) 
1,397 円 1,955 円 2,748 円 3,117 円 3,526 円 

 

 

② 介護保険の給付対象とならないサービス 

   以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担になります。 

 

《 サービスの概要と利用料金 》 

食事の提供（食事代） 
 ご契約者に提供する食事に要する費用です。 

 朝食 ３５０円  昼食（おやつ代を含む）６５０円 夕食 ６００円 

宿泊に要する費用   一泊 ２，０００円   

事業実施地域以外の 

送迎費及び交通費 

通常の実施地域以外のご契約者に対する送迎費及び交通費です 

１km あたり１００円 通院時付添代を別途いただくことがあります。 

おむつ代 
リ ハ ビ リ パ ン ツ １ 枚 １ ０ ０ 円 ・ オ ー プ ン オ ム ツ １ 枚 １ ５ ０ 円        

尿取パット１枚５０円 

レクリエーション、クラブ

活動 

ホームが主催する行事や、ご契約者様の希望により、レクリエーションやクラ

ブ活動等を行います。ご利用者様には参加していただくことが出来ます。 

材料費等実費をいただくことがあります。 
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③ 利用料金のお支払い方法 

 

前記①,②の料金・費用は、１ケ月ごとに計算し、日本システム収納株式会社による口座振替を翌月 8 日に

いたします、現金持参の場合は翌月５日までにお支払いください。 

尚、銀行振込みも可能です。 

【銀行振込みの場合】  朝日信用金庫 西町支店 普通預金 口座番号 0417232 

            名義） 有限会社アウトソー 代表取締役 馬場 義和 

 

④ 利用料の中止・変更・追加  ＊契約書第５条参照＊ 

 

 〇 利用予定日の前に、ご契約者のご都合により、看護小規模多機能型居宅介護サービスの利用を中止、ま 

  たは変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することが出来ます。この場合は原則として、サー 

  ビス実施日の前日までに事業者に申し出てください。 

 〇 ➀の介護保険給付対象サービスについては、利用料金が１ケ月ごとの包括費用（定額）のためサー 

  ビスの利用回数等を変更された場合も、１ケ月の利用料金は変更されません。 

  ただし、②の介護保険給付対象外サービスについては、利用予定日の前日までに申し出がなく、当日 

  になって利用の中止を申し出た場合、取消料として下記料金をいただく場合があります。ご契約者の 

  体調不良等、正当な事由がある場合は、この限りではありません。  

     利用予定日前日までに申し出がある場合  ……  無料 

     利用予定日前日までに申し出がない場合  …… 当日利用料金（自己負担相当額）の 50％ 

 

  〇 サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼動状況により契約者の希望する日時に 

   サービス提供が出来ない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。 

 

 

８ 看護小規模多機能型居宅介護計画について 

 

  看護小規模多機能型居宅介護サービスは、利用者一人ひとりの人格を尊重し、住み慣れた地域での生活を 

 継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、 

 希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスを柔軟に組み 

 合わせることにより、地域での暮らしを支援するものです。 

  事業者は、利用者の状況に合わせて適切にサービスを提供するために、利用者と協議の上で看護小規模多 

 機能型居宅介護計画を定め、また、その実施状況を評価します。計画の内容および評価結果等は書面に 

 記載して利用者に説明のうえ交付します。 
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９ 事故発生時の対応及び損害賠償 

 

 事故発生時は直ちに利用者の保護にあたるとともに管理者およびご家族・代理人に報告し、その自己のの

状況及びその際に取った処置について記録し、速やかに関係機関に報告します。 

 事故の原因を解明し、再発防止の対策を講じます。 

 損害賠償すべき事故が発生した場合は契約損害保険会社（ＡＩＧ損害保険株式会社）に連絡の上速やかに

損害補償を行います。 

 

１０ 身体拘束 

 

   当事業所では利用者の身体拘束は行いません。ただし、利用者または他の利用者及ぼ職員等の生命または

身体を保護するためやむを得ない場合は、「厚生省令第 11 条第 5項・緊急やむを得ない身体拘束に関する説

明書」に基づきその条件と期間内において一時的に身体拘束を行う場合があります。 

 

 １１ 秘密保持と個人情報の保護 

 

   利用者の個人情報を含む計画書・各種記録などについては関係法令及びガイドライン等に基づき、個人情

報の保護に努めます。 

   事業所の従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密保持を厳守するため、従業者でなくなった

後も秘密を漏らすことがないよう、誓約します。 

 

 １２ 衛生管理 

 

   看護小規模多機能型居宅介護に使用する備品等は清潔を保持するため、業務開始前・終了時の清掃・消毒

を行うなど常に衛生管理に留意します。 

   従業者は、研修を通じて感染症対策や衛生管理に関する知識の習得を図ります。 

 

１３ 運営推進会議の設置 

 

当事業所では、看護小規模多機能型居宅介護の提供にあたり、サービスの提供状況について定期的に報告す

るとともに、その内容等についての評価、要望、助言をうけるため、下記のとおり運営推進会議を設置して

います。 

委員の構成 

・利用者    ・利用者の家族   ・地域住民の代表者 

・市町村職員  ・地域包括支援センター職員 

・看護小規模多機能型居宅介護について知見を有する者等 

開 催 時 期 ２ケ月に 1回開催します。 

会 議 録 運営推進会議の内容、評価、要望、助言等について記録を作成します。 
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１４ 協力医療機関、バックアップ施設 

   

当事業所では、各利用者の主治医との連携を基本としつつ、病状の急変等に備えて以下の医療機関を協力

医療機関として連携体制を整備しています。 

等潤病院 
所在地  東京都足立区一つ家４－３－４ 

電 話  ０３－３８５０－８７１１ 

山田歯科 
所在地  東京都足立区六月３－２－１３ 

電 話  ０３－３８５４－４６１８ 

ときわ赤羽在宅クリニック 
所在地  東京都北区赤羽２－６９－６ ベティ・ロロマ１階 

電 話  ０３－４３３０－６１８０  

 

 

１５ 非常災害時の対策 

   非常災害時には、別途定める消防計画に則って対応を行います。また、避難訓練を年 2回、利用者も参加

して行います。 

非常災害時の対応方法 

事業所内緊急連絡体制の確立 

関係機関への通報 

従事者の役割分担 

平常時の訓練等 従事者の火の始末の点検   防火管理者のチェック 

消防計画等 
消防署への届け出 

防火管理者   小南 ひろ子 

防犯防火設備 

避難設備等の概要 

・住宅用自動火災報知器  ・誘導灯  ・ガス漏れ探知機  ・非常用照明  

・消火器  ・スプリンクラー  ・消防用非常通報 
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１６ 緊急時の対応方法 

事故発生時や利用者の体調 

悪化時の緊急時の対応方法 

容体の確認と応急処置を行う 

119 番するとともに主治医へ連絡して指示を受ける 

ご家族へ連絡する 

主治医 

利用者の主治医  

所属医療機関名  

所在地 電話番号  

家族等 

➀緊急連絡先のご家族等  

  住所 電話番号                                

②緊急連絡先のご家族等  

  住所 電話番号  

勤務先 
会社名  

電話番号  

勤務先 
会社名  

電話番号  

 

 

１７ 苦情の受付について（契約書第１８条参照） 

 

   ○ 当事業所における苦情の受付   介護支援専門員  高橋 順子 

        受付時間      月～金 ８：３０～１７：３０ 

  ＜行政機関その他苦情受付窓口＞ 

   〇 足立区介護保険課     東京都足立区中央本町１－１７－１ 

                 ０３－３８８０－５１１１ 

       受付時間      ９：００～１７：００（土・日・祝祭日は閉館） 

   〇 足立区社会福祉協議会（基幹地域包括支援センター） 

足立区梅島 3-28-8 こども支援センターげんき 1階 

                 ０３－６８０７－２４６０ 

       受付時間      ８：３０～１７：１５（土・日・祝祭日は閉館） 

   〇 国民健康保険団体連合会   東京都千代田区飯田橋３－５－１ 東京区政会館 11 階 

                 ０３－６２３８－０１７７ 

       受付時間      ９：００～１７：００（土・日・祝祭日は閉館） 
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１８ 高齢者虐待防止の取り組み 

 

  利用者の人権の保護、虐待防止のために、次に掲げる通り必要な措置を講じます。 

 〇 研修等を通じて、従業者の人権意識の向上や知識や技術の向上に努めます。 

 〇 個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。 

 〇 従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者が利用者等の権利擁護に

取り組める環境の整備に努めます。 

 

 

１９ サービス利用にあたっての留意事項 

 

   〇 サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してください。 

   〇 事業所内の設備や器具は、本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利用により破損 

    等が生じた場合は、弁償していただく場合があります。 

   〇 他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。 

   〇 所持金品は、自己の責任で管理してください。 

   〇 事業所内で他の利用者に対する宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。 

          

 

２０ 地域との連携の取り組み 

 

当事業所では周辺住民のご協力を得て、利用者ととも生活をしていくように連携を図ります。 

   〇 事業所で主催する行事において、地域住民の方の積極的な参画に向けて、日ごろからネットワークづ

くりを行う。 

   〇 地域でのお祭りなどの行事には、運営委員として職員を派遣して、利用者には行事を楽しんでいただ

いて、地域との交流を図る。 

   〇 地域の定期清掃作業に職員と利用者で参加する。 

   〇 避難訓練、消防訓練に地域の住民と、地元消防署と消防団の協力をすすめる。 

   〇 食料品や日用品のお買いものとか、床屋や花屋さんやうどん屋さんの利用を通じて地域との交流をは

かる。また、行方不明が出た場合の捜索ネットワークとして活用させていただく。 

   〇 中学生・高校生の職場体験活動の場として、見学として事業所を提供する。 

   〇 ボランティアの受け入れを行う。 

   〇 やすらぎ支援員やあんしん専門員の活動協力を行う。 
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   指定看護小規模多機能型居宅介護サービスの提供の開始に際し、本書面にもとづき重要事項の説明を行い

ました。 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

          看護小規模多機能型居宅介護  じゃすみんの家 

 

          説明者氏名                   印 

 

   私は、本書面にもとづいて、事業者から重要事項の説明を確かに受け、指定看護小規模多機能型居宅介護

サービスの提供の開始に同意しました。 

  

          利用者住所 

 

          利用者氏名                    印 

 

          家族代筆住所                   

 

          氏名                       印 

  

       

          


